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令和３年第３回平取町議会臨時会 （開 会 午後１時３０分）

議長 それではただいまより令和３年第３回平取町議会臨時会を開会し直ちに本日の
会議を開きます。本日の出席議員は１１名で会議は成立します。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１
２２条の規定によって９番鈴木議員と１１番松澤議員を指名します。
日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては本日議会運営委員
会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員長より報
告願います。６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

本日、招集されました令和３年第３回平取町議会臨時会の議会運営につきまし
ては本日開催いたしました議会運営委員会において協議をし、会期につきまし
ては本日１日間とすることで意見の一致を見ておりますので議長よりお諮り願
います。

議長 お諮りします。
ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、会期は本日１日
間とすることに異議ありませんか（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って会期は本日１日間と決定しました。
日程第３、議案第１号令和２年度平取町一般会計補正予算第１５号を議題とし
ます。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第１号令和２年度平取町一般会計補正予算（第１５号）につきましてご説
明致しますので１ページをお開き下さい。令和２年度平取町一般会計補正予算
（第１５号）は次に定めるところによるものとします。第１条歳入歳出予算の
補正ですが、歳入歳出にそれぞれ１９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額
をそれぞれ７８億７２６０万４千円にしようとするものです。第２項で歳入歳
出予算の補正における款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によるものとしています。それ
では「歳入歳出予算事項別明細書」の歳出からご説明致しますので５ページを
お開き下さい。６款１項１目商工総務費１９００万円を増額するものです。１
０節需用費消耗品費１２０３万４千円の増額です。これはふるさと寄附金が当
初予算額を上回ることに伴い、寄附金に対する返礼品や送料などの諸経費が不
足する見込みであるため、その必要額を増額するものであります。１２節委託
料６２０万６千円の増額です。これはふるさと寄附金の増額に伴い、さとふる
納税システムの利用や寄附金受領証明書の発行業務及び返礼品などの出荷サー
ビス業務などの取扱い件数が増加したため、増額するものであります。１３節
使用料及び賃借料７６万円の増額です。これも寄附金の増額に伴い、ふるさと
チョイスに係るふるさと納税システムの取扱い件数が増加したことによる増額
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であります。なお、ふるさと応援基金の積立金については寄附総額から返礼品
などの諸経費を差し引いた額を積み立てるものでありますが、近年、定期便返
礼品を希望される寄附者が年々増加し、令和２年度における返礼品に対する割
合も全体で３４％になることが見込まれ、前年度に寄附した方の定期便返礼品
に係る諸経費のみが支出されることから、一概に寄附金の増額に比例して積立
金も増額するとは限らないものであるため、本補正についても増額補正は行わ
ないものであります。歳出は、以上でございます。次に歳入につきましてご説
明致しますので４ページをお開き下さい。１８款１項１目寄附金１節寄附金１
９００万円の増額です。これは只今、歳出でご説明致しましたふるさと寄附金
でありまして、令和２年度における寄附総額が当初予算額を上回ることから増
額するものです。歳入歳出予算事項別明細書については以上でございます。以
上、議案第１号令和２年度平取町一般会計補正予算（第１５号）についてご説
明申し上げましたのでご審議の程、宜しくお願い致します。 

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。２番高山議員。

２番
高山議員

２番高山です。何点か確認したいと思いますけれども、今回のこのふるさと納
税の関係の、私たちの町に入ってくるふるさと納税が多くなったということは
これは大変喜ばしいことではないかなというふうには考えておりますけれど
も、今回の補正が１月の議会、もしくはどの時点でわかったのかわかりません
けれども、１２月の定例会、１月の臨時会、あとまた今月の２月１０日の議会
が開催されたということがありましたけれども、この２月の議会までも間に合
わなかったのか、間に合わない理由は何だったのかをまず１点、確認をしたい
と思います。

議長 観光商工課長。

観 光 商 工
課長

お答えいたします。今のシステムの関係ですけども、寄附の申込みとそれと定
期便に関してはいつから発送するのかというものが人によって違うということ
で、そのクロス集計の仕方が今の電算では、データでは出来ないということで、
大体さとふるが非常に件数的に多いんですけども、そういったものの出し方は
ないのかということでいろいろお願いした中では出来なかったということで。
どういうふうにやったら分かるのかということで使っている市町村、他のとこ
ろも聞いたんですけどもそれがわからないという状況で、予算的には１．５倍
にしたりとかそういうような感じで聞いたりしておりました。それで何か足り
なくなるのではないかということで想像はしたんですけど、３月の補正で足り
るのではないかという甘い見方もあって、それでおおよその感じの数値を根拠
はなくても考えてみたんですけども、３月で間に合うのかなと思ったんですが、
実質的には２月の中ぐらいで分かったというのが現実でございまして、その辺
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大変申し訳なく思うんですけども、そういった部分で現時点での補正というこ
とになったところでございます。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

ただいまの話でいくとふるさと定期便だとかという形なんですけれども、そう
いった意味ではふるさと納税がこの２月の議会に間に合わない段階のこの時期
に急激に増えたということになるのかどうか。そういうことであれば今回の補
正についてもそれは仕方ないのかなと思うんですけれども、担当のところで予
算の執行なり管理をしているわけでありますけれども、例えば１２月の新年度
の予算要求の時期には基本的には今後の所要額だとかそういったものをきちん
とその集計して新しい年度の予算要望に出てくるのではないかなというふうに
思うんですけれども、この２月７日でないとわからないなどということになる
んですか。もっと早い段階で、もしかしたら１２月とか１月の臨時会もありま
したし、２月１０日の臨時会もあったわけですので、私はこの補正が駄目だと
いうことではなくて、この担当課として予算の執行とか管理についてやはり正
直なところを私に言わせれば、職務怠慢じゃないかなというふうに思うんです
けれども、そうではなくて２月に分かったのであればこれは致し方ないかなと
いうふうには思うんですけれども、その辺、毎月その担当者が予算をきちんと
チェックしながら執行したりしているわけですから、何故分からなかったのか
というのは、もっと早く分かっていたというふうに私は自分なりに理解してい
るんですけれども、その辺がどうなのかということが１点と、当然これだけ歳
出が増えるわけでございますので何故その増額している、増加しているふるさ
と納税の関係で当然積立金もやっぱり増額補正をしなくてもいいのかどうかと
いうところ、この２点についてもう一度答弁をお願いしたいと思います。

議長 観光商工課長。

観 光 商 工
課長

お答えいたします。各年度の実績をもってある程度予算、３年度も考えたりは
したんですけども、一昨年の１２月と昨年の１２月でさとふるの寄附額を見ま
すと、２８００万円ぐらい一挙に落ちたというのがあって、そこで定期便も含
んでいるこのさとふるの落ち込みが全体の割合的にはどういうふうなものなん
だろうというところまでは、なかなか想像出来なかったんですけども、こうい
った落ち込んだ分が１カ月ずれでまた請求が来るということで、逆に当初考え
方がまだ甘かったのかもしれませんが、何とか３月補正で足りるのではないか
というような予想を見てしまったようなところがあります。あと積立ての関係
につきましては、これは元年度から定期便が極端に増えているということもあ
りまして、元年度の委員会とかにも説明させていただきましたけども、非常に
定期便の経費が、寄附額はその前の年だけど経費が翌年になるということで、
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どうしても寄附金額と積立ての金額のずれが生じるということで、どうしても
多く経費を払ってしまう関係でその分積立金が逆に元年度が増えてしまった
と、２年度はその分が繰越しというか、そういった分で２年度に経費を払った
ような感じになります。寄附が入ってないのに経費を払っていると、そういう
ような関係もございまして、今回補正した部分については経費の分という形で
経費を出しているところでございます。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

先ほどから言っている、３回しか質問出来ないんであれですけれども、基本的
には積立金の関係はまたこの後聞きたいと思いますけれども、どの時点でこれ
だけの不足額が出るということが２月７日に分かったというのは正直なとこ
ろ、信じられないぐらいな感じなんですよね。２月７日に分かって３月でもい
いんじゃないかというんだったらいいんですけれども、委託料の関係だとかい
ろんな関係あるので、期限はきっと、支払いは月末だとかという形になるんじ
ゃないかなと思うんですけれども、先程来言っているように、２月がこれだけ、
１月２月が増えてこれだけ多くなったんで今回、臨時に議会をやって補填をさ
せて下さいというのは僕はそれはそれでもいいんですけれども、もっとその職
場の担当課の中で予算管理がずさんじゃないかということを私は申し上げたい
なというふうに思うんですよ。歳入のことについても、翌年、元年のものが翌
年にずれるということになっているけれども、元年の定期便の経費等について
は翌年というのは令和２年度で計算できるんじゃないですか。だから積立てを
していかないということの理由にはならないのかなというふうには私は思うん
ですけれども、ただこれ３回ですので今回の件につきましても中身が悪いとい
うことではなくて、予算を執行したり管理をしているところの内容がやはりず
さんなことが問題だということを私は指摘したいんですよね。特にここ２、３
年については今の遠藤町長が副町長の時代から新しく町長になってからも、今
回のこの正直なところ予算管理執行だってこれ担当者のやっぱりそういった意
味ではまずい対応だと私はそう思っています。過去にもここ１、２年、水道会
計の消費税の問題も担当に言わせれば水道の専門家がいないから分からなかっ
ただとか、例えば町有地の普通財産についても財務規則では無償貸付けは出来
ないというのにホームページに載せたり週報に載せたりしている、バイオマス
の計画のずさんさ、そういったことも含めて組織全体が、職員全体が少しもう
一度、やっぱり箍が緩んでいるんじゃないかなというふうに私は考えますので、
いや決裁とおりました議会に上げますと言うけれども、その段階で町内部でど
のような整理をして、僕は処分しろというわけではないけれどもどういうその
今後ミスを残さないような形でやっていくのかどうかというのを最後に理事者
に聞いておきたいと思いますので答弁よろしくお願いします。
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議長 町長。

町長 お答え申し上げます。今回のふるさと納税に関する事務につきましては、やは
り普段の予算執行においてこれで足りるのかどうかというチェックが甘かった
と言われようがそういうところは否めないところもございますので、この辺、
来年度も同じような状況も予想されますので、委託会社に支払う時期のずれの
問題等もあって、それも積立金にもその予算計上上の差異が生じるところもあ
りますので、この辺は今回のことを契機に気を引締めて執行して参りたいとい
うふうに思っております。私、副町長になってそれから町長になって、こうい
った事務的な処理が、管理が箍が緩んでいると言われればこういうことも現実
にありましたので、そういう事実もあるのかもしれませんけども事務執行に当
たっては極力、何といいますか、こういうことが起こらない形で我々職務に当
たっているというようなつもりではございますけれども、処分に値するミスに
ついてはそれ相応の処分をしながら事務に当たってきているというつもりでは
ありますけれども、そういうご指摘があるということでございますので改めて
そういうことを私自身も肝に銘じまして、今後の事務執行にやらせて貰いたい
というふうに思っていますのでご理解をお願いしたいと思います。

議長 ほかに質疑ございませんか。
（質疑なしの声）
なければこれで質疑を終了します。次に討論を行います。反対討論はありませ
んか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第３、議案第１号令和２年度平取町一般会計補正予
算第１５号は原案のとおり可決しました。
日程第４、報告第１号専決処分報告についてを議題とします。専決処分内容に
ついて説明を求めます。町民課長。

町民課長 ６ページ以降の報告第１号平取町国民健康保険条例の一部を改正する条例につ
いてご説明申し上げます。今回の改正理由につきましては、新型インフルエン
ザ等対策特別措置法等改正法案により新型コロナウイルスの定義が規定された
ことに伴う本条例附則の文言の見直しを行うものです。また本法律の施行が令
和３年２月１３日であり、北海道からの通知文の発出が２月９日に行われてい
ることから、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分とさせていた
だいたところです。改正の具体的内容につきましては９ページの新旧対照表の
下線の部分においてご説明申し上げますので９ページをお開き願います。附則
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第２条の部分になります。現行のところの中段に下線が引いてあります。その
部分読み上げますと、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律
第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症の部分を改正
案では、新型コロナウイルス感染症（病原体がべータコロナウイルス属のコロ
ナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人
に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症を
いう。以下同じ。）に改めるものであります。なお改正条例の施行日は公布の日
からとしておりますが、２月１３日付けで専決処分をさせていただいたところ
です。以上、報告第１号についてご報告申し上げますのでご承認下さいますよ
うお願い申し上げます。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本報告について報告のとおり
承認することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第４、報告第１号専決処分報告については報告のと
おり承認しました。本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議
案１件で原案可決１件、報告１件で承認１件となっております。以上で全日程
を終了しましたので令和３年第３回平取町議会臨時会を閉会いたします。ご苦
労様でした。

（閉 会 午後１時５１分）


